
会 告

日形会誌 46 巻�号に掲載の定款および専門医認定細則に関する

訂正とお詫び

平素より本会の活動に格別のご理解とご支援を賜り，厚く御礼申し上げます。

この度，日形会誌 46 巻�号に掲載いたしました「一般社団法人 日本形成外科学会 定款」および

「専門医認定細則」において，記載漏れならびに誤記載があることが判明いたしました。

会員の皆様に混乱を招きましたことを，心よりお詫び申し上げます。

つきましては，正しい内容に修正の上，再掲載いたしますので，ご確認いただけますよう，よろし

くお願いいたします。

■一般社団法人 日本形成外科学会 定款の訂正

以下の箇所に記載漏れ，誤記載がございました。修正の上，再掲載いたします。

�．改定日の記載抜け

改定 令和�年�月 25 日

�．（評議員の選出）第�条 第 10 項の記載漏れ

選挙に支障が生じるなどの理由により，第�項に定める評議員任期中に新評議員を選任で

きない場合，評議員の任期は新評議員の選任時まで延長されるものとする。

�．（評議員資格の喪失）第 10 条 第�項の記載漏れ

前項により，評議員に欠員が生じた場合，評議員の補欠について必要な細則は，理事会に

より定める。

�．（役員の任期）第 29 条 第�〜�項が旧版のまま掲載

下記のとおり訂正しました。

� 理事又は監事については，再任を妨げない。

� 前項にかかわらず，理事又は監事の任期を合わせて連続�期を超えることはできな

い。

� 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の満了する時までとす

る。

� 理事又は監事は，第 25 条に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任

により退任した後も，新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監事として

の権利義務を有する。
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■専門医認定細則の訂正

掲載していた内容が，令和�年�月改定後の最新版ではなく，改定前の旧規定であったことが判明

いたしました。

つきましては，最新の専門医認定細則に差し替えのうえ，再掲載しております。

会員の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は確認体制を強化し，

再発防止に努めてまいります。

何卒ご理解賜りますよう，お願い申し上げます。

一般社団法人日本形成外科学会 事務局
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日本形成外科学会設立 昭和 33 年�月 社団法人日本形成外科学会設立許可 昭和 61 年�月�日

一般社団法人日本形成外科学会 移行 平成 25 年�月�日

改定 令和�年�月 27 日

改定 令和�年�月 25 日

改定 令和�年�月	日

一般社団法人 日本形成外科学会 定款

第�章 総 則

（名称）

第�条 この法人は，一般社団法人 日本形成外科学会

（英文で Japan Society of Plastic and Reconstructive

Surgery）と称する。

（事務所）

第�条 この法人は，主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第�章 目的及び事業

（目的）

第�条 この法人は，形成外科学に関する学理および応用

の研究についての発表及び連絡と知識の交換，情報の提

供等を行うことにより，形成外科学の進歩普及を図り，

もってわが国における学術の発展と国民の福祉に寄与す

ることを目的とする。

（事業）

第�条 この法人は，前条の目的を達成するため，次の事

業を行う。

⑴ 学術集会，学術講習会の開催

⑵ 機関誌，論文集等の刊行

⑶ 形成外科専門医の認定

⑷ 内外の関係学術団体との連絡及び提携

⑸ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

� 前項の事業は本邦及び国外で行うものとする。

第�章 会員及び社員

（法人の構成員）

第�条 この法人に，次の種類の会員を置く。

⑴ 正会員：日本国医師免許を有する医師，又は医学研

究者でこの法人の目的に賛同して入会した者

⑵ 名誉会員：この法人に対して特別功労のあった者で

理事会が推薦し，社員総会の議を経て承認された者

⑶ 特別会員：この法人に対して顕著な功績があった者

で理事会が推薦し，社員総会の議を経て承認された者

⑷ 外国連絡会員（Corresponding Member）：この法

人と海外の学会との関連を密にするため，海外の形成

外科医の中から理事会が推薦し，社員総会の議を経て

承認された者

⑸ 賛助会員：この法人の目的，事業を賛助する個人又

は法人

� この法人の社員は，第�条に基づき選出される評議員

もって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以

下「法人法」という。）上の社員とする。

（評議員の選出）

第�条 評議員の定数は 100 名以上 200 名以内とし，選挙

管理委員会が選挙区ごとの正会員数に応じて按分計算し

て算出した評議員数の合計とする（端数の取扱について

は理事会で定める）。

� 評議員を選出するため，選挙が行われる事業年度の�

月 30 日までに当該事業年度までの会費を完納した，日

本形成外科学会専門医たる正会員又は継続して正会員歴

�年以上の正会員による評議員選挙を行う。

� 評議員は，選挙が行われる事業年度の�月 30 日まで

に当該事業年度までの会費を完納した日本形成外科学会

専門医たる正会員又は継続して正会員歴�年以上の正会

員の中から選ばれることを要する。選挙が行われる事業

年度の�月 30 日までに当該事業年度までの会費を完納

した日本形成外科学会専門医たる正会員又は継続して正

会員歴�年以上の正会員は，前項の評議員に立候補する

ことができる。

� 理事又は理事会は評議員を選出することはできない。

� 評議員の任期は，評議員選挙を実施した日の翌事業年

度開始日から翌々事業年度終了日までの�年間とし，最

終事業年度中に第�項の評議員選挙を実施する。ただ

し，再任を妨げない。

� 前項にかかわらず，評議員が社員総会決議と取消の訴

え，解散の訴え，責任追及の訴え及び役員の解任の訴え

（法人法第 266 条第�項，第 268 条，第 278 条，第 284

条）を提起している場合（法人法第 278 条第�項に規定

する訴えの提起の請求をしている場合を含む。）には，

当該訴訟が終結するまでの間，当該評議員は社員たる地

位を失わない（当該評議員は，役員の選任及び解任（法

人法第 63 条及び第 70 条）並びに定款変更（法人法第

146 条）についての議決権を有しないこととする。）。

� 第�項の評議員選挙は，全国の都道府県を次の選挙区

に分けて行う。

⑴ 北海道・東北選挙区

⑵ 関東選挙区

⑶ 中部選挙区

⑷ 関西選挙区

⑸ 中国・四国選挙区

⑹ 九州・沖縄選挙区

� 第�項に定める選挙管理委員会について必要な細則は，

理事会により定める。

	 その他第�項の評議員選挙について必要な細則は，理
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事会により定める。

10 選挙に支障が生じるなどの理由により，第�項に定め

る評議員任期中に新評議員を選任できない場合，評議員

の任期は新評議員の選任時まで延長されるものとする。

（評議員の辞任）

第�条 評議員は，理事会あてに退任届を提出することに

より，いつでも評議員を辞することができる。

（評議員の定年）

第�条 評議員の定年は満 65 歳としその任期満了をもっ

て退任する。定年に達した正会員は，第�条�項にかか

わらず，評議員に立候補することはできない。

（評議員資格の剥奪）

第	条 評議員に評議員資格を剥奪すべき正当な理由があ

るときは，社員総会の決議によって評議員資格を剥奪す

ることができる。ただし，当該社員総会の日の�週間前

までに当該評議員に通知し，かつ当該社員総会で弁明の

機会を与えなければならない。

（評議員資格の喪失）

第 10 条 前�条の場合のほか，評議員は次のいずれかに

該当するに至ったときは，評議員資格を喪失する。

⑴ 総評議員が同意したとき

⑵ 当該評議員が死亡したとき

⑶ 正会員の資格を喪失したとき

� 前項により，評議員に欠員が生じた場合，評議員の補

欠について必要な細則は，理事会により定める。

（会員の資格の取得）

第 11 条 第�条�項に定める会員になろうとする者は，

当該年度の会費及び入会金を添えて所定の申込書を理事

長に提出し，理事会の承認を受けなければならない。た

だし，名誉会員，特別会員，外国連絡会員に推薦された

者は，入会の手続きを要せず，本人の承諾をもって会員

となるものとする。

（入会金及び会費）

第 12 条 正会員および賛助会員は，この法人の事業活動

に要する費用に充てるため，別に定める会費規定に基づ

き入会金及び会費を納入しなければならない。

� 名誉会員・特別会員・外国連絡会員は，入会金及び会

費を納めることを要しない。

� 既納の入会金及び会費は，いかなる事由があってもこ

れを返還しない。

（会員の権利）

第 13 条 正会員，名誉会員，及び特別会員は，法人法に

規定された次に掲げる社員の権利を，社員と同様にこの

法人に対して行使することができる。

⑴ 法人法第 14 条第�項の権利（定款の閲覧等）

⑵ 法人法第 32 条第�項の権利（社員名簿の閲覧等）

⑶ 法人法第 57 条第�項の権利（社員総会の議事録の

閲覧等）

⑷ 法人法第 50 条第�項の権利（社員の代理権証明書

面等の閲覧等）

⑸ 法人法第 51 条第�項および第 52 条第�項の権利

（議決権行使書面の閲覧等）

⑹ 法人法第 129条第�項の権利（計算書類等の閲覧等）

⑺ 法人法第 229 条第�項の権利（清算法人の貸借対照

表等の閲覧等）

⑻ 法人法第 246 条第�項，第 250 条第�項および第

256 条第�項の権利（合併契約等の閲覧等）

� 理事又は監事は，その任務を怠ったときは，この法人

に対し，これによって生じた損害を賠償する責任を負い，

法人法第 112 条の規定にかかわらず，この責任はすべて

の正会員の同意がなければ，免除することができない。

（任意退会）

第 14 条 会員は，理事会において別に定める退会届を提

出することにより，任意にいつでも退会することができ

る。

（会員の除名）

第 15 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，

社員総会の決議によって当該会員を除名することができ

る。ただし，当該社員総会の日の�週間前までに当該会

員に通知し，かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなけ

ればならない。

⑴ この法人の名誉を傷つけ，又は本会の目的に違反す

る行為があったとき

⑵ この法人の会員としての義務に違反したとき

⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき

（会員資格の喪失）

第 16 条 前�条の場合のほか，会員は，次のいずれかに

該当するに至ったときは，その資格を喪失する。

⑴ 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき

⑵ 会費の納入が継続して�年以上なされなかったとき

⑶ 総正会員が同意したとき

第�章 社員総会

（構成）

第 17 条 社員総会は，すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第 18 条 社員総会は，次の事項について決議する。

⑴ 入会の基準並びに会費及び入会金の金額

⑵ 会員の除名

⑶ 評議員の資格剥奪

⑷ 理事及び監事の選任又は解任

⑸ 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）

の承認

⑹ 定款の変更

⑺ 解散及び残余財産の処分

⑻ 基本財産の処分

⑼ その他総会で決議するものとして法令又はこの定款

で定められた事項

（開催）

第 19 条 社員総会は，定時総会とし，毎事業年度終了後

�箇月以内に�回開催するほか，必要がある場合に臨時

社員総会を開催することができる。
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（招集）

第 20 条 社員総会は，法令に別段の定めがある場合を除

き，理事会の決議に基づき理事長が招集する。

� 総評議員の議決権の 10 分の�以上の議決権を有する

評議員は，理事長に対し，社員総会の目的である事項及

び招集の理由を示して，社員総会の招集を請求すること

ができる。

� 社員総会を招集するには，理事長は社員総会の日の�

週間前までに，評議員に対して必要事項を記載した書面

をもって通知する。ただし，社員総会に出席しない評議

員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使すること

ができることを定めた場合には�週間前までに通知を発

しなければならない。

（議長）

第 21 条 社員総会の議長は，理事長がこれに当たる。

（議決権）

第 22 条 社員総会における議決権は，評議員�名につき

�個とする。

（決議）

第 23 条 社員総会の決議は，総評議員の議決権の過半数

を有する評議員が出席し，出席した当該評議員の議決権

の過半数をもって行う。

� 前項の規定にかかわらず，次の決議は，総評議員の半

数以上であって，総評議員の議決権の�分の�以上に当

たる多数をもって行う。

⑴ 会員の除名

⑵ 評議員の資格剥奪

⑶ 監事の解任

⑷ 定款の変更

⑸ 解散

⑹ 基本財産の処分

⑺ その他法令で定められた事項

（議事録）

第 24 条 社員総会の議事については，法令で定めるとこ

ろにより，議事録を作成する。

� 議長及び社員総会において選任された議事録署名人�

名は，前項議事録に記名押印する。

第�章 役 員

（役員の設置）

第 25 条 この法人に，次の役員を置く。

⑴ 理事 15 名以上 20 名以内

⑵ 監事 �名以内

� 理事のうち�名を理事長，�名を常務理事とする。

� 前項の理事長をもって，法人法上の代表理事とし，常

務理事をもって同法上の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第 26 条 理事及び監事は，社員総会の決議によって選任

する。

� 理事長及び常務理事は，理事会の決議によって理事の

中から選定する。

� この法人の理事のうちには，理事のいずれか�人及び

その親族その他特別の関係がある者の合計数が，理事総

数の�分の�を超えて含まれることになってはならない。

� この法人の監事には，この法人の理事及びこの法人の

使用人が含まれてはならない。また，各監事は，相互に

親族その他特別の関係があってはならない。

（理事の職務及び権限）

第 27 条 理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で

定めるところにより，職務を執行する。

� 理事長は，法令及びこの定款で定めるところにより，

この法人を代表し，その業務を執行する。常務理事は，

理事会において別に定めるところにより，この法人の業

務を分担執行する。

� 理事長及び常務理事は，毎事業年度�箇月を超える間

隔で�回以上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告

しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第 28 条 監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定

めるところにより，監査報告を作成する。

� 監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報

告を求め，この法人の業務及び財産の状況の調査をする

ことができる。

（役員の任期）

第 29 条 理事及び監事の任期は，選任後�年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結

の時までとする。

� 理事又は監事については，再任を妨げない。

� 前項にかかわらず，理事又は監事の任期を合わせて連

続�期を超えることはできない。

� 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者

の任期の満了する時までとする。

� 理事又は監事は，第 25 条に定める定数に足りなくな

るときは，任期の満了又は辞任により退任した後も，新

たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監事と

しての権利義務を有する。

（役員の解任）

第 30 条 理事及び監事は，社員総会の決議によって解任

することができる。

（報酬等）

第 31 条 役員は無給とする。

第�章 理事会

（構成）

第 32 条 この法人に理事会を置く。

� 理事会は，すべての理事をもって構成する。

（権限）

第 33 条 理事会は，次の職務を行う。

⑴ この法人の業務執行の決定

⑵ 理事の職務の執行の監督

⑶ 理事長及び常務理事の選定及び解職
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（招集）

第 34 条 理事会は，毎事業年度�回，理事長が招集する。

ただし各理事は理事長に対し理事会の目的である事項を

示して，理事会の招集を請求することができる。理事長

は，その請求があった日から�週間以内に臨時理事会を

招集しなければならない。

� 理事長が欠けたとき又は職務を執行できないときは，

各常務理事が理事会を招集する。

（議長）

第 35 条 理事会の議長は，理事長がこれに当たる。

（決議）

第 36 条 理事会の決議は，決議について特別の利害関係

を有する理事を除く理事の過半数が出席し，その過半数

をもって行う。

� 前項の規定にかかわらず，理事が理事会の目的である

事項について提案した場合において，当該提案につき特

別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電

磁的記録により同意の意思表示をしたときは，監事が当

該提案について異議を述べた時を除き，当該提案を可決

する旨の理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第 37 条 理事会の議事については，法令で定めるところ

により，議事録を作成する。

� 出席した理事長及び監事は，前項の議事録に記名押印

する。

第�章 資産及び会計

（資産の構成）

第 38 条 この法人の資産は，基本財産及び運用財産の�

種類とする。

� 基本財産とは，この法人の目的である事業を行うため

に不可欠なものとして理事会で定めた財産である。

� 運用財産は，基本財産以外の財産とする。

（基本財産の維持及び処分）

第 39 条 基本財産についてこの法人は，適正な維持及び

管理に努めるものとする。

� やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担

保に提供する場合には，理事会において，理事総数（現

在数）の�分の�以上の賛成，及び社員総会において，

総評議員の半数以上であって，総評議員の議決権の�分

の�以上に当たる多数をもって決議することを要する。

（経費の支弁）

第 40 条 この法人の事業遂行に要する経費は，運用財産

をもって支弁する。

（事業年度）

第 41 条 この法人の事業年度は，毎年�月�日から翌年

�月末日までとする。

（事業計画及び収支予算）

第 42 条 この法人の事業計画書，収支予算書については，

毎事業年度の開始の日の前日までに，理事長が作成し，

理事会の承認を受けなければならない。これを変更する

場合も，同様とする。

� 前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年

度が終了するまでの間備え置くものとする。

（事業報告及び決算）

第 43 条 この法人の事業報告及び決算については，毎事

業年度終了後，理事長が次の書類を作成し，監事の監査

を受けた上で，理事会の承認を経て，定時総会の承認を

受けなければならない。

⑴ 事業報告

⑵ 事業報告の附属明細書

⑶ 貸借対照表

⑷ 損益計算書（正味財産増減計算書）

⑸ 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）

の附属明細書

� 前項の書類のほか，次の書類を主たる事務所に�年間

備え置くとともに，定款，評議員名簿を主たる事務所に

備え置くものとする。

⑴ 監査報告

（剰余金の分配の禁止）

第 44 条 当法人は，剰余金の分配を行うことができない。

第	章 定款の変更及び解散

（定款の変更）

第 45 条 この定款は，社員総会において，総評議員の半

数以上であって，総評議員の議決権の�分の�以上の決

議によって変更することができる。

（解散）

第 46 条 この法人は，社員総会において，総評議員の半

数以上であって，総評議員の議決権の�分の�以上の決

議，その他法令で定められた事由により解散する。

（残余財産の処分）

第 47 条 この法人が清算をする場合において有する残余

財産は，社員総会の決議を経て，公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律第�条第 17 号に掲げる

法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第
章 委員会

（委員会）

第 48 条 この法人には，会務執行のため，理事会の決議

により，委員会を設置する。

� 理事会が必要と認めたときは，その決議により，前項

の委員会のほか，特別委員会を置くことができる。

� 各委員会の委員は，理事会の決議を経て理事長が委嘱

する。

� 委員会の任務，構成及び運営に関し必要な事項は，理

事会の決議により別に定める。

第 10 章 事務局

（事務局の設置等）

第 49 条 この法人の事務を処理するため，事務局を設置

する。
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� 事務局には，所要の職員を置く。

� 重要な職員は，理事長が理事会の承認を得て任免する。

第 11 章 公告の方法

（公告の方法）

第 50 条 この法人の公告は，電子公告により行う。

� 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告

をすることができない場合は，官報に掲載する方法によ

る。

附 則

� この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第

121 条第�項において読み替えて準用する同法第 106 条

第�項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

� この法人の最初の理事長は平野明喜，常務理事は細川

亙，鈴木茂彦，百束比古とする。

� 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第�項に

おいて読み替えて準用する同法第 106 条第�項に定める

特例民法法人の解散の登記と，一般法人の設立の登記を

行ったときは，第 41 条の規定にかかわらず，解散の登

記の日の前日を事業年度の末日とし，設立の登記の日を

事業年度の開始日とする。

� 第�条第�項にかかわらず，第�条第�項に基づく最

初の評議員選挙が終了するまでは，第�条第�項第（1）

号に定める正会員を法人法上の社員とし，第�章の規定

中「評議員」は「正会員」と読み替えて適用する。
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一般社団法人 日本形成外科学会 形成外科領域専門医制度

専門医認定細則

令和�年�月 制定

令和�年 12 月 改定

令和�年�月 改定

令和�年 11 月 改定

令和�年�月 改定

令和�年�月 改定

令和�年�月 改定

第�章 総 則

（目的）

第�条 本細則は，形成外科領域専門医制度（以下，制度

という）第�条にもとづき，形成外科領域専門医（以

下，専門医という）としての資格要件および一般社団法

人日本形成外科学会（以下，学会という）が行う専門医

資格認定審査（以下，認定審査という）に関する諸規定

を定めるものである。

第�章 専門医認定委員会

（構成）

第�条 制度第�条�項の専門医認定委員会（以下，委員

会という）の構成は 27 名とする。

�．専門医認定委員（以下，委員という）は専門医である

評議員より選出され，評議員任期初年度の�月 31 日に

64 歳未満でなければならない。

�．委員のうち 15 名は，社員総会において全評議員によ

る�名連記投票により選出する。他の 12 名の委員は理

事長が別途指名する。

�．委員に欠員を生じた時は，前項選出時の次点者を繰り

上げ，その任期は前任者の残任期間とする。ただし，理

事長指名の委員に欠員を生じた時は，理事長が追加指名

する。

（任期）

第�条 委員の任期は評議員選挙を実施した年の定時社員

総会終了時より，次次期定時社員総会終了時までとし，

連続�期を越えることはできない。

（委員長）

第�条 委員会の委員長は理事長が指名し，委員長は委員

会を代表する。副委員長は委員会において委員長が指名

する。

�．委員会の議長は委員長とする。

（招集）

第�条 委員会の招集は委員長が行う。

�．委員総数の�分の�以上から会の目的たる事項を示し

て請求があった時は，すみやかに委員会を招集しなけれ

ばならない。

（成立）

第�条 委員会は委員総数の�分の�以上出席しなければ

議事を開き議決することができない。あらかじめ委任状

を提出したものはこれを出席とみなす。ただし，認定審

査の場合には委任状を認めない。

（議決）

第�条 委員会の議決は出席者の過半数をもって決し，可

否同数の時は，議長の決するところによる。

（認定審査の非公開）

第�条 認定審査に関する議事は原則として非公開とする。

（議事録）

第	条 議事録は議長が作成し，議長および議事録署名人

�名が署名，捺印のうえ，委員会および学会に保存する。

第�章 専門医の認定申請

（専門医申請資格）

第 10 条 専門医申請資格は，以下の各号を充足するもの

とする。

⑴ �年以上日本国医師免許証を有するもの。

⑵ 義務化された臨床研修�年の後，本制度施設認定細

則に定める研修施設において通算�年以上の形成外科

研修を行うこと。

⑶ 前号の形成外科研修は，専門研修基幹施設における

�ヶ月以上の研修期間を含まなければならない。

⑷ 前々号の形成外科研修は，�ヶ月以上の地域医療研

修を含むことを推奨する。

⑸ 第 12 条に定める症例を経験し，本細則第 13 条，第

14 条に定める記録を有するもの。

⑹ 学会主催の講習会（春季学術講習会，秋季学術講習

会）�回以上の受講歴を有すること。

⑺ �編以上の形成外科に関する論文を筆頭著者として

発表しているもの（発表誌は年�回以上定期発行さ

れ，査読のあるものとする）。

（研修期間）

第 11 条 形成外科専門研修は�年以上とする。但し臨床

研修期間中の形成外科研修は含まない。

�．形成外科専門研修期間における勤務形態は，週 32 時

間以上かつ週�日以上とする。

�．大学院生，時短勤務者，非常勤医などにあって，前項

に満たない勤務形態での研修期間に関しては以下とする。

�）週�日勤務の研修期間は，実期間の 3/4

�）週�日勤務の研修期間は，実期間の 1/2
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�）週�日勤務の研修期間は，実期間の 1/4

�．研修実績は，当該研修施設の施設長，または所属長の

認定を要する。なお，申請内容に疑義が生じた場合，委

員会で審議することがある。

（必要経験症例）

第 12 条 専門医認定申請を行うものは，研修期間中に所

属研修施設上席医師の指導下で所定の手術症例を経験し

なければならない。

�．前項に関わる症例を以下のごとく分類する。

Ⅰ 外傷

Ⅱ 先天異常

Ⅲ 腫瘍

Ⅳ 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド

Ⅴ 難治性潰瘍

Ⅵ 炎症・変性疾患

Ⅶ 美容

Ⅷ その他

�．研修期間中に経験すべき必要手術症例数（うち術者と

して経験すべき症例数）の下限を以下のごとく定める。

Ⅰ 60（10）

Ⅱ 15（�）

Ⅲ 90（18）

Ⅳ 15（�）

Ⅴ 25（�）

Ⅵ Ⅷと合わせて 15（�）

Ⅶ �（�）

Ⅷ Ⅵと合わせて 15（�）

（研修記録）

第 13 条 専門医認定申請を行うものは，前条に記された

必要経験症例を含め，所属研修施設上席医師の下で直接

手術に関与した 300 症例（うち 80 症例以上は術者とし

て経験した手術症例）の一覧表を研修記録として提出し

なければならない。

（手術症例病歴要約）

第 14 条 専門医認定申請を行うものは，研修期間中に所

属研修施設の指導医の下で，形成外科専門技能を要する

手術を術者として経験し，うち 10 症例の病歴要約を所

定の用紙に記載し提出しなければならない。

�．前項の 10 症例は，第 12 条�項に示す�項目のうち�

項目以上を含まなければならない。

�．同一項目かつ同一術式の症例が重複することは好まし

くない。

第�章 専門医資格認定審査

（提出書類）

第 15 条 認定審査を受けようとするものは，所定の認定

審査料を学会に納付した上で，所定の書類を定められた

期日までに委員会に提出しなければならない。

（審査日時等の告示）

第 16 条 委員会は年一回認定審査を施行する。その日時，

その他については実施�ヵ月前までに告示する。

（資格認定審査）

第 17 条 委員会は，以下の認定審査を行う。

⑴ 書類審査

専門医認定申請者の，第 10 条に定める申請資格を提

出書類に基づき審査する

⑵ 試験審査

書類審査合格の者に対し以下の試験審査を行う。

�）形成外科的一般知識に関する筆記試験

�）主に申請者の研修記録について口頭試問

�．認定審査において，提出書類の虚偽記載や不正行為が

発覚した場合，第 10 条に関わらず専門医申請資格を停

止する。

�．前項の停止期間については理事会で決定の上，すみや

かに申請者に通知する。

（審査結果の通知）

第 18 条 委員会は，認定審査の結果を理事長に報告する。

理事長は専門医としての有資格者を機構に報告し，その

のち機構での審査結果をすみやかに申請者に通知する。

（登録）

第 19 条 認定審査合格者は，所定の登録料を機構と学会

に支払う。機構は専門医認定証を交付する。学会は認定

審査合格者を専門医登録原簿に登録し，公示する。

（手数料の返還）

第 20 条 既納の審査料，登録料は，原則としてこれを返

還しない。

（異議申し立て）

第 21 条 資格認定審査の結果に異議がある者は結果を通

知した消印日から 14 日以内に文書で委員会に対し異議

申し立てをすることができる。

第�章 細則の変更手続

第 22 条 この細則の改廃は，理事会において行う。

附 則

この細則は平成 30 年�月�日より施行する。ただし，平

成 27 年以前に施行された医師国家試験合格者で令和�年

度までの専門医申請者については日本形成外科学会専門医

制度による。
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